
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 の あ ら ま し  

 

１  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 条 例 の 制 定 に 伴

い 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  行 政 文 書 の 写 し の 交 付 等 の 方 法 の う ち 、 録 音 カ セ ッ ト テ ー プ 等 に よ

る も の を 削 除 し ま す 。  

 

３  こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 


